
芳賀町狭あい道路整備事業手続きの流れ

真岡土木事務所へ建築確認申請について相談した際、
42条2項道路(狭あい道路)と確認され、後退(セットバック)が必要な場合があります。

その際は、町と協議し以下の手順に沿って申請してください。

回答書の交付・後退杭の支給

後退杭・道路中心鋲の設置

機能保全誓約書の提出

使用貸借承諾書の提出

寄付申込書の提出 寄付承諾書の交付

後退杭の確認

固定資産税の減免

町で管理を行う

申請者自ら
管理を行う

建築主又は土地所有者

町
事前協議申請書の提出

後退用地の取扱いについて審査

寄 付機能保全

無償貸借
登記承諾書の提出

後退用地の
測量・分筆登記

or

所有権移転登記

助成金は町道のみです

助成金交付申請書の提出

交付決定

請求書提出

助成金の交付


